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はじめに 

 

 地方公共団体の会計は、現金の収支を基準とした会計処理である「現金主義」を採用

しており、歳入や歳出という現金の出納に従って記録されることから、客観的な把握が

可能であり、公金の適正な管理に資するものですが、一方、地方公共団体が行政サービ

スを提供するために保有する学校、道路、公園などのストックである資産を把握するこ

とができないという一面がありました。 

そこで、本市では、従前よりストックである資産を把握するために「旧総務省方式」

※の貸借対照表及び行政コスト計算書の財務書類を作成・公表してきました。そして、

平成 18 年８月の地方行革新指針※において、各地方公共団体に対して、企業会計的手

法を全面的に採用した「基準モデル」と、既存の決算統計情報の活用が可能な「総務省

方式改訂モデル」の２種類の地方公会計モデルどちらかによる公会計整備が要請された

ことから、本市では総務省方式改訂モデルを採用し、財務書類４表（貸借対照表、行政

コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書）を作成・公表することとなりまし

た。総務省方式改訂モデルは旧総務省方式を改訂したものであり、新地方公会計制度研

究会報告書において、「発生主義を活用した基準設定とともに、複式簿記の考え方の導入

を図る。」とあるように、旧総務省方式に発生主義、複式簿記の企業会計的手法をより一

層採り入れたものです。 

現在、総務省が提示している基準モデル、総務省方式改訂モデル以外にも、東京都や

大阪府などによる独自のモデルが併存している状況にありますが、それぞれの財務書類

による比較可能性が低いことなどから、平成 26 年４月に固定資産台帳の整備と複式簿

記の導入を前提とした財務書類の作成に関する統一的な基準が示されました。その後、

「今後の新地方公会計の推進に関する実務研究会」が設置され、議論が行われてきた中

で、統一的な基準による財務書類等を原則として平成 27 年度から平成 29 年度までの

３年間で全ての地方公共団体において作成するように要請されました。 

今後ともその行方を注視しながら、平成 27 年度決算までは、継続して総務省方式改

訂モデルを作成していくことにより、財務書類４表による財務情報の蓄積を行い、それ

を時系列で分析するなどして活用することで、行財政の効率化・適正化を図っていくと

ともに、市民のみなさんにとってわかりやすい財務情報の開示に努めていきたいと考え

ています。 

 

※平成 20 年度決算から作成している総務省方式改訂モデルと平成 19 年度決算まで作成していた旧総務省

方式は、それぞれ作成基準が違うため継続性はありません。 

※平成 18 年８月 31 日付、総行整第 24 号「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針の

策定について」による通知を指します。  
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１．貸借対照表（B／S） 

 

 

 

（１）貸借対照表の概要 

貸借対照表とは会計年度末（基準日：平成 28 年３月 31 日）現在において、本市

が住民サービスを提供するために保有している有形固定資産などの資産、その資産を

形成するために国や市中銀行などから借り入れた地方債（借入金）などの負債及び公

共資産等の整備に充当した国や大阪府からの補助金、一般財源などの純資産の有高を

示す財務書類です。 

つまり、住民サービスを提供するためにどのような資産を保有しているのかと（資

産保有状況）、その資産がどのような財源でまかなわれているのかを（財源調達状況）、

ある基準日における有高として、総括的に対照表示した一覧表といえます。 

 

（２）貸借対照表の構造 

貸借対照表は借方（左側）と貸方（右側）に分かれており、借方に「資産の部」、貸

方に「負債の部」、「純資産の部」が計上されています。「資産の部」は将来の資金流入

をもたらすもの、または将来の行政サービス提供能力を有するものに整理されます。

「負債の部」は将来、債権者などに対する支払や返済により本市から資金流出をもた

らすものであり、地方債がその主たる項目です。「純資産の部」は資産と負債の差額で

あり、公共資産等の整備に充当された国庫補助金、地方税、地方交付税など将来の資

金の流出を伴わない財源や資産評価差額などが計上されています。 

本市の平成 27 年度貸借対照表をみると、資産を 153,146 百万円保有し、負債

68,876 百万円、純資産 84,270 百万円がその財源となっています。このように資産

合計額と負債・純資産合計額が 153,146 百万円で一致（バランス）することから貸

借対照表はバランスシートとも呼ばれます。 

① 資産の部 

資産の部は会計年度末（基準日）の翌日から起算して１年を超えて現金化される

資産、または現金化することを本来の目的としない資産である固定資産としての

「公共資産」、「投資等」と、１年以内に現金化または消費される資産である「流動

資産」に区分されています。 

「公共資産」は学校、道路、公園、ごみ焼却炉など住民サービスを提供するため

のインフラ資産である有形固定資産※１や、その有形固定資産のうち遊休資産や未

利用地など、将来的に売却が可能だと思われる資産の中から地方公共団体が特定し

た資産である売却可能資産※２が計上されています。 

貸借対照表は、会計年度末における本市の財政状態（資産

保有状況と財源調達状況）を表す財務書類です。 
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「投資等」は公営企業や第三セクターなど各種団体への出資金、奨学資金などの

貸付金、納付期限や回収期限から１年以上経過しているが、まだ支払われていない

地方税、公営住宅使用料、幼稚園・保育所保育料などの各種債権や、特定の目的の

ために財産を維持し、資金を積み立て、または定額の資金を運用するために設けら

れた基金が計上されています。 

「流動資産」は現金や必要に応じてすぐに使用ができる基金（財政調整・減債）、

納付期限や回収期限から１年未満で、まだ支払われていない地方税、公営住宅使用

料、幼稚園・保育所保育料などの各種債権が計上されています。 

 

     

 

 

 

 

 

   

 

②負債の部 

負債の部は「固定負債」、「流動負債」に区分されています。 

「固定負債」は会計年度末（基準日）の翌日から１年を超えて支払や返済が行わ

れる予定の地方債、退職手当などが計上されています。 

「流動負債」は会計年度末（基準日）の翌日から１年以内に支払や返済をしなけ

ればならない地方債、退職手当、賞与手当などが計上されています。 

 

③純資産の部 

純資産の部は「公共資産等整備国府補助金等」、「公共資産等整備一般財源等」、

「その他一般財源等」、「資産評価差額」に区分されています。 

「公共資産等整備国府補助金等」は住民サービスを提供するための財産を取得す

るに当たって、国や大阪府などから受けた補助金が計上されています。 

「公共資産等整備一般財源等」は住民サービスを提供するための財産を取得する

に当たって、国や大阪府などから受けた補助金や発行された地方債を除いた一般財

源等が計上されています。このことから「公共資産等整備国府補助金等」と「公共

資産等整備一般財源等」は、すでに公共資産等に投下された財源として拘束されて

いることを表します。 

「その他一般財源等」は資産の部の公共資産等以外の資産から公共資産等整備財

源以外の負債を差し引いた一般財源等が計上されており、これは将来自由に財源と

※１ 有形固定資産については、決算統計に計上されている不動産・動産等の取得価額をもって計

上しています。また、決算統計が開始された昭和 44 年度以降に資産形成された不動産・動産等の

みを計上しており、それ以前に取得された分は含まれていません。なお、減価償却の方法は残存価

格ゼロの定額法であり、取得の翌年度から償却を開始します。 

※２ 売却可能資産については、売却可能価額で評価することになっており、固定資産税路線価を

用いて毎年度評価しています。しかし、その年度内に鑑定したものがあれば、その鑑定評価額、当

該資産の売却について予算計上されている場合は、その予算計上額で評価しています。 
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して使用できる純資産を表すことになります。しかし、この「その他一般財源等」

は、本市に限らず通常はマイナスになります。これは将来自由に財源として使用で

きる純資産がマイナスとなっていること、すなわち、すでに将来の財源の一部が拘

束されていることを表します。 

「資産評価差額」は売却可能資産の取得価額と売却可能価額との差額などが計上

されています。 

 

（３）企業会計との相違点 

企業会計では原則、貸借対照表の項目を流動性の高い順に配列する「流動性配列法」

によって記載されますが、総務省方式改訂モデルでは、地方公共団体においては、長

期的な資産保有となる固定資産の割合が高く、その財源調達についても長期的な負債

である地方債の比重が高いことから、固定的な項目から配列する「固定性配列法」（換

金性の低いものから順に配列する方法）を採用しています。民間企業でも電力会社や

鉄道会社などの大規模なインフラを保有する業種においては、同様に固定性配列法が

採用されています。 

また、公共資産については総資産額 153,146 百万円のうち 139,366 百万円と、

資産の大部分（91.0％）を占めていますが、その保有目的は住民サービスを提供する

ためのものであることから、利益の獲得を目的に保有する民間企業の資産とは、そも

そも区別して考える必要があります。                        

 

【平成 27 年度貸借対照表 概要版】 

 

借方   貸方

１　公共資産 139,366 91.0 % １　固定負債 61,636 40.3 %

 (1) 有形固定資産 137,858 90.0 %  (1) 地方債 55,140 36.0 %

①生活インフラ・国土保全 54,306 35.5 %  (2) 退職手当引当金 6,496 4.3 %

②教育 50,716 33.1 %

③福祉 4,767 3.1 % ２　流動負債 7,240 4.7 %

④環境衛生 8,155 5.3 %  (1) 翌年度償還予定地方債 6,203 4.0 %

⑤産業振興 61 0.0 %  (2) 翌年度支払予定退職手当 593 0.4 %

⑥消防 424 0.3 %  (3) 賞与引当金 444 0.3 %

⑦総務 19,429 12.7 %

 (2) 売却可能資産 1,508 1.0 %

負債合計 68,876 45.0 %

２　投資等 8,419 5.5 %

 (1) 投資及び出資金 4,784 3.1 % １　公共資産等整備国府補助金等 19,570 12.8 %

 (2) 貸付金 10 0.0 %

 (3) 基金等 2,433 1.6 % ２　公共資産等整備一般財源等 103,185 67.4 %

 (4) 長期延滞債権 1,450 1.0 %

 (5) 回収不能見込額 △ 258 △ 0.2 % ３　その他一般財源等 △ 36,719 △ 24.0 %

３　流動資産 5,361 3.5 % ４　資産評価差額 △ 1,766 △ 1.2 %

 (1) 現金預金 5,060 3.3 %

①財政調整・減債基金 2,930 1.9 %

②歳計現金 2,130 1.4 %

 (2) 未収金 301 0.2 % 純資産合計 84,270 55.0 %

資産合計 153,146 100 % 負債・純資産合計 153,146 100 %

構成比 構成比

［単位：百万円］ 
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２．行政コスト計算書（P／L） 

 

 

 

（１）行政コスト計算書の概要 

行政コスト計算書は本市が平成 27 年度（平成 27 年４月１日から平成 28 年３月

31 日までの１年間）に行った経常的な行政活動のうち、子育て支援、市民健康診査、

ごみ収集といった資産形成に結びつかない行政サービスに係る経費とその行政サービ

スの直接の対価として得られた財源を対比させた財務書類です。 

つまり、地方公共団体の行政活動は住民サービスを提供するための資産の形成だけ

ではなく、人的サービスや給付サービスなどの資産形成につながらない当該年度の行

政サービスが大きな比重を占めており、このような資産形成以外の行政活動の経費と

その財源の一定期間の活動状況を表示した一覧表といえます。 

これによりその経費と財源の差額として、地方公共団体の一会計期間中の行政活動

のうち資産形成に結びつかない経常的な活動について、税収等でまかなうべき行政コ

スト（純経常行政コスト）が明らかにされます。 

 

（２）行政コスト計算書の構造 

行政コスト計算書は大きく「経常行政コスト」、「経常収益」の２つに区分されてい

ます。さらに「経常行政コスト」はその性質により「人にかかるコスト」、「物にかか

るコスト」、「移転支出的なコスト」、「その他のコスト」に区分され、「経常収益」は「使

用料・手数料」、「分担金・負担金・寄附金」に区分されています。 

また、行政コスト計算書は上述のとおり、「人、物、移転支出的、その他」の性質別

に表示されているだけでなく、「生活インフラ・国土保全」、「教育」、「福祉」などの行

政目的別にもマトリックス形式で表示されており、性質別または行政目的別に経費と

その財源を複合的に把握することができます。 

本市の平成 27 年度行政コスト計算書をみると、経常行政コストが 51,585 百万円、

経常収益合計が 2,181 百万円、これらの差引である純経常行政コストが 49,404 百

万円となっています。また目的別に経常行政コストの上位５項目をみると福祉

30,579 百万円、総務 4,844 百万円、教育 4,797 百万円、環境衛生 4,180 百万円、

生活インフラ・国土保全 3,803 百万円となっており、これらの５項目で経費の９割

以上を占めています。 

①経常行政コスト 

 地方公共団体が住民に対して行政サービスを提供するために様々な費用が発生し

ます。経常行政コストとは、資産形成に結び付かない経常的な行政サービスを提供

行政コスト計算書は、一会計期間における資産形成を伴わない経

常的な行政活動に伴う純経常行政コストを表す財務書類です。 
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するために発生する費用のことをいいます。経常行政コストは目的別と性質別とに

分類して表示されており、特に性質別の分類は以下のとおりとなっています。 

「人にかかるコスト」は行政サービスの担い手である職員に要する経費であり、

正職員等にかかる給与などの人件費、当該年度に新たに引当金として繰り入れた額

である退職手当引当金繰入等、賞与引当金繰入額が計上されています。 

    「物にかかるコスト」は本市が最終消費者となっている経費であり、臨時職員等

にかかる賃金、消耗品費、光熱水費、郵便・電話料などの物件費、本市が管理する

学校、道路、公園、ごみ焼却炉などの公共施設等の効用を維持するための維持補修

費、住民サービスを提供するための資産の経年劣化に伴う価値減少分である減価償

却費が計上されています。 

「移転支出的なコスト」は他の主体に移転して効果がでてくるような経費であり、

生活保護や医療費助成などの社会保障給付費、市民や他団体等への補助金及び負担

金（公共資産整備分を除く）などの補助金等、会計間でやりとりされる経費である

繰出金などの他会計等への支出額、他団体が地方公共団体からの補助金等を財源に

公共資産を整備した場合における他団体への公共資産整備補助金等が計上されてい

ます。 

「その他のコスト」は地方債や一時借入金などの支払利息、当該年度に新たに回

収不能見込額として計上した額である回収不能見込計上額、長期未払金や未払金に

係るその他行政コストが計上されています。 

   

②経常収益の部 

 行政サービスに対する対価性のあるものとして、地方公共団体が当該行政サービ

スの提供あるいは利益を受ける特定の者から徴収する「使用料・手数料」及び「分

担金・負担金・寄附金」を経常収益として計上します。寄附金については、行政サ

ービスの対価として徴収するものではありませんが、寄附者により使途が特定の目

的（行政サービス）に限られる場合が多いため、ここに計上することとされていま

す。なお、経常収益も経常行政コストと同様に、目的別と性質別に分類して表示さ

れており、特に性質別の分類は以下のとおりとなっています。 

   「使用料・手数料」はテニスコート・市民球場使用料、公営住宅使用料など施設

を利用した際に徴収される使用料や、戸籍謄抄本、住民票写、納税証明の発行など

公の役務の提供に対し徴収される手数料が計上されています。 

「分担金・負担金・寄附金」は保育所保育料、児童クラブ利用者負担金など地方

公共団体が当該事業によって利益を受ける者から徴収する分担金・負担金、地方公

共団体が寄附者から無償で受け取る金銭である寄附金が計上されています。 
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（３）企業会計との相違点 

行政コスト計算書は企業会計における損益計算書に対応するものといえますが、損

益計算書が一会計期間の営業活動に伴う収益・費用を対比して「当期純利益」を計算

するのに対して、行政コスト計算書は一会計期間の経常的な行政活動に伴う費用と収

益を対比して「純経常行政コスト」を算出する点で大きく異なります。これは、地方

公共団体の行政活動は企業のように利益の獲得を目的としないこと、総務省方式改訂

モデルでは、税収を行政コスト計算書ではなく、純資産変動計算書に計上することと

関係します。なお、税収が純資産変動計算書に計上されているのは、損益計算書の収

益として計上される売上高は、企業が提供する財貨やサービスの直接の対価であるの

に対して、税収は対価性なく住民から徴収される財源であり、行政コスト計算書が対

象とする経常的な行政活動のほか、インフラ資産などの資産形成等にも用いられるこ

とを予定した財源であることによります。 

 

【平成 27 年度行政コスト計算書 概要版】 

〈性質別〉              〈目的別〉  

   
 

51,585

(100%)

7,590

(14.7%)

 (1)人件費 7,131

 (2)退職手当引当金繰入等 15

 (3)賞与引当金繰入額 444

9,274

(18.0%)

 (1)物件費 5,938

 (2)維持補修費 454

 (3)減価償却費 2,882

33,967

(65.8%)

 (1)社会保障給付 21,764

 (2)補助金等 4,200

 (3)他会計等への支出額 7,627

 (4)他団体への公共資産整備補助金等 376

754

(1.5%)

 (1)支払利息 701

 (2)回収不能見込計上額 53

 (3)その他行政コスト 0

経常収益 2,181

１．使用料・手数料 1,020

２．分担金・負担金・寄附金 1,161

純経常行政コスト
（経常行政コスト－経常収益）

49,404

経常行政コスト

１．人にかかるコスト

２．物にかかるコスト

３．移転支出的なコスト

４．その他のコスト

51,585

(100%)

3,803

(7.4%)

4,797

(9.3%)

30,579

(59.3%)

4,180

(8.1%)

239

(0.5%)

1,997

(3.9%)

4,844

(9.4%)

392

(0.7%)

701

(1.3%)

53

(0.1%)

経常収益 2,181

１．使用料・手数料 1,020

２．分担金・負担金・寄附金 1,161

純経常行政コスト
（経常行政コスト－経常収益）

49,404

 7．総務

 8．議会

 9．支払利息

10．回収不能見込計上額

 1．生活インフラ・国土保全

 2．教育

 3．福祉

 4．環境衛生

 5．産業振興

 6．消防

経常行政コスト

［単位：百万円］  ［単位：百万円］ 
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３．純資産変動計算書（NWM） 

 

 

 

（１）純資産変動計算書の概要  

純資産変動計算書は地方税、地方交付税などの一般財源、国や大阪府からの補助金

などの特定財源が純資産の増加要因として直接計上され、行政コスト計算書で算出さ

れた純経常行政コストが純資産の減少要因として計上されることなどを通じて、貸借

対照表の純資産の部に計上されている各項目が１年間でどのように変動したかを表す

財務書類です。例えば、純資産が減少するということは、貸借対照表は必ず左側の借

方と右側の貸方とが一致しますので、資産が減少するか、または負債が増加するとい

うことにつながります。また、純資産の部は今までの世代が負担してきた部分である

ので、１年間で今までの世代が負担してきた部分が増えたのか減ったのかがわかるこ

とになります。 

 

（２）純資産変動計算書の構造  

  純資産変動計算書は大きく「純経常行政コストと財源（一般財源及び補助金等受入）」、

「臨時損益」、「科目振替」、「資産評価替えによる変動額」、「無償受贈資産受入」、「そ

の他」に区分されています。 

  本市の平成 27 年度純資産変動計算書をみると、期首純資産残高が 80,970 百万円

であったものが、１年間の行政活動を経て、純資産の減少要因である純経常行政コス

ト△49,404 百万円に対して、純資産の増加要因である財源（一般財源及び補助金等

受入）が 52,770 百万円となっており、さらに臨時損益で 237 百万円、資産評価替

えによる変動額で△303 百万円という変動があり（科目振替は純資産内部での振替え

のため変動は生じない）、最終的に期末純資産残高は84,270百万円となっています。 

① 純経常行政コストと財源（一般財源及び補助金等受入） 

行政コスト計算書で算定された純経常行政コスト（純資産の減少要因）に対して、

一般財源（地方税、地方交付税、各種交付金等）及び国や大阪府などからの経常的

な補助金等受入の金額（純資産の増加要因）がどの程度あるかをみることにより、

純経常行政コストが受益者負担以外の経常的な財源によりどの程度まかなわれてい

るかがわかります。つまり、純経常行政コストが一般財源、補助金等受入を上回れ

ば純資産が減少し、逆に、一般財源、補助金等受入が純経常行政コストを上回れば

純資産が増加することになります。  

純資産変動計算書は、一会計期間において貸借対照表の純資産の部に

計上されている各項目がどのように変動したかを表す財務書類です。 
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  ②臨時損益 

公共資産の除売却、災害復旧事業費、第三セクター等に対する債権の放棄など経

常的でない事由に基づく臨時・巨額な純資産増減要因をいい、当該内容を示す名称

を付した科目名をもって計上されます。これらの要因による臨時的な損益は、経常

的な行政活動によるものとは異なるため、行政コスト計算書には計上せず、純資産

変動計算書の変動要因として計上します。 

 

③科目振替 

「経常行政コストと財源（一般財源及び補助金等受入）」、「臨時損益」、「資産評価

替えによる変動額」が主な純資産総額の変動要因となりますが、純資産変動計算書

は純資産の内訳科目ごとの増減も表しているため、純資産総額に変動がない場合で

も、資本的な収入及び支出に伴う純資産の内訳科目間の増減がある場合は、純資産

内部の科目振替が発生します。これにより、その年度にどれだけの財源がどのよう

な要因により拘束され、あるいは拘束性が解除されて将来自由に使用できる財源と

なったかを把握することができます。 

具体的には、以下の科目振替の項目があります。 

   ○公共資産整備への財源投入、貸付金・出資金等への財源投入 

     財源として拘束されていなかった一般財源が、公共資産や貸付金・出資金等

の財源として使用される（資本的支出）ことにより、公共資産等整備一般財源

等として拘束されることを表しています。 

   ○公共資産処分による財源増、貸付金・出資金等の回収等による財源増 

     公共資産や貸付金・出資金等の財源として拘束されていた財源が、公共資産

の処分や貸付金・出資金等の回収等により、使途の自由な一般財源として回収

された（資本的収入）ことを表しています。 

 ○減価償却による財源増 

     公共資産の財源として拘束されていた財源が、公共資産の減価償却（価値減

少）に伴い、一般財源として回収された（資本的収入）ことを表しています。 

   ○地方債償還に伴う財源振替 

     公共資産等整備の財源として発行された地方債を償還することにより、公共

資産等整備の財源のうち地方債によってまかなわれていた部分が一般財源に置

き換わることとなります。つまり、公共資産等整備財源として発行した地方債

を償還するということは、公共資産等整備への財源投入と同じ性質を持ちます。 

 

④資産評価替えによる変動額 

    売却可能資産や有価証券の時価評価に伴い、評価による増減が生じます。また、

価値のある資産を無償で受贈したことによる受贈益が発生する場合もあります。
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これらは資産価値の増減に伴って潜在的な一般財源を増減させますので、純資産

変動計算書に計上します。 

 

  ⑤無償受贈資産受入 

    当年度に寄附等により無償で資産を受贈した場合における当該無償受贈資産の

受贈時の貸借対照表計上額をいいます。 

   

⑥その他 

    上記①から⑤までに該当しない純資産の変動があった場合、その他として計上

しますが、質的または金額的に重要なものは別途、その内容を示す名称を付した

科目として計上します。 

 

（３）企業会計との相違点 

  純資産変動計算書は企業会計の株主資本等変動計算書に対応するものといえますが、

株主資本等変動計算書では資本取引に関連する「資本金」、「資本剰余金」と、損益取

引に関連する「利益剰余金」を区分し、新株発行などの資本取引は「資本金」、「資本

剰余金」の変動要因とし、損益計算書上の損益取引から生じた当期純利益やその一部

の株主への配当は「利益剰余金」の変動要因として計上するなど、資本取引と損益取

引の区分が重視されるのに対して、純資産変動計算書では、純資産の財源の充当先に

よる区分が重視されるという点が異なります。 

  

 

  

 

項　　目 金　額

期首純資産残高 80,970

純経常行政コスト △ 49,404

一般財源 33,371

　  地方税 21,159

  　地方交付税 6,979

　  その他行政コスト充当財源 5,233

補助金等受入 19,399

臨時損益 237

資産評価替えによる変動額 △ 303

無償受贈資産受入 0

その他 0

期末純資産残高 84,270

項　　目 期首残高 期末残高 変動額

公共資産等整備
国府補助金等

18,505 19,570 1,065

公共資産等整備
一般財源等

102,226 103,185 959

その他一般財源等 △ 38,298 △ 36,719 1,579

資産評価差額 △ 1,463 △ 1,766 △ 303

純資産合計 80,970 84,270 3,300

【平成 27 年度純資産変動計算書 概要版】 

 

［単位：百万円］ 

［単位：百万円］ 
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４．資金収支計算書（C／F） 

 

 

 

（１）資金収支計算書の概要  

資金収支計算書は行政コスト計算書で認識されているコストに着目しているのでは

なく、一会計期間における地方公共団体の行政活動に伴う現金等の資金の流れを表す

財務書類です。現金収支については現行の歳入歳出決算書においても明らかにされて

いますが、資金収支計算書においては後述するように性質の異なる３つの活動に大別

して計上され、地方公共団体の資金が期首残高から期末残高へと増減した原因が明ら

かにされるのが特徴です。 

つまり、資金収支計算書からは地方公共団体でどのような活動に資金を必要とし、

それをどのようにまかなったのかがわかるとともに、現金をどのような性質の活動で

獲得し、または使用しているのかを読み取ることができます。 

 

（２）資金収支計算書の構造 

資金収支計算書は大きく「経常的収支の部」、「公共資産整備収支の部」、「投資・財

務的収支の部」に区分されています。また、注記には持続可能な財政バランスの実現

のための指標として使用される「基礎的財政収支（プライマリーバランス）」が表示さ

れています。 

本市の平成 27 年度資金収支計算書をみると、経常的収支の部が 6,615 百万円、公

共資産整備収支の部が△806 百万円、投資・財務的収支の部が△4,988 百万円で、

これらの差引が 821 百万円となっており、公共資産整備収支の部及び投資・財務的

収支の部の収支不足（赤字）を経常的収支の部における収支余剰（黒字）でまかなっ

ていることがわかります。 

また、基礎的財政収支（プライマリーバランス）は 655 百万円の赤字となってい

ます。 

 ①経常的収支の部 

人件費、物件費、社会保障給付、他会計等への事務費等充当財源繰出などによる

支出と地方税、地方交付税、国や大阪府からの補助金、地方債の発行などによる収

入が計上されており、日常の行政活動による資金収支の状況が表示されています。 

この支出は、基本的に行政コスト計算書が発生主義で計上する資産形成を伴わな

い経常的な行政活動に伴う費用を現金主義で捉え直したものです。地方公共団体は、

資産形成を伴わない経常的な行政活動のほか、公共施設の建設、道路、橋りょうな

どのインフラ資産の形成なども行っていかなければなりませんので、毎年度継続的

資金収支計算書は、一会計期間における地方公共団体の行政活動に伴う現金等

の資金の流れを性質の異なる３つの活動に分けて表示した財務書類です。 
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に行われる経常的な行政活動の収支である経常的収支は黒字に保たれるのが通常で

す。この収支の黒字が少ない場合は、財政構造が硬直化しているといえます。 

  

②公共資産整備収支の部 

公共資産の整備による支出とその財源である国や大阪府からの補助金、地方債の

発行などによる収入が計上されており、貸借対照表の有形固定資産形成（公共事業）

に伴う資金の使途とその財源の状況が表示されています。なお、本市の資産形成の

ために行う公共資産の整備のほか、他会計及び他団体などを通じて行った公共資産

の整備に対する財源として支出した金額も含みます。これは本市が公共資産の整備

を行うか否かにかかわらず、公共資産の整備という目的で支出された金額をすべて

把握するためです。 

 

③投資・財務的収支の部 

投資及び出資、貸付、基金積立、他会計等への公債費充当財源繰出、地方債の元

金償還などによる支出と、その財源である国や大阪府からの補助金、貸付金元金の

回収、地方債の発行、公共資産等の売却などによる収入が計上されており、投資活

動や地方債の発行・償還（財務活動）による資金の出入りの状況が表示されていま

す。 

   

  ④基礎的財政収支（プライマリーバランス） 

  上記各部の収入総額から地方債発行収入と年度間の財源調整機能を果たす財政調

整基金や減債基金の取崩額を除いた収入と、上記各部の支出総額から地方債の元利

償還額と財政調整基金や減債基金の積立額を除いた支出のバランスをみるものです。 

つまり、地方債発行・償還に伴う収支は別として、市税収入などの本来の収入で、

行政サービスを実施するための支出がまかなわれているかどうかを表します。プラ

イマリーバランスが赤字の場合、将来の世代に負担を先送りすることになります。 

 

（３）企業会計との相違点 

資金収支計算書は企業会計における財務書類の１つであるキャッシュ・フロー計算

書に類する財務書類です。この企業会計の場合、キャッシュ・フロー計算書は「営業

活動」、「投資活動」、「財務活動」という３つの活動に区分され、現金等の資金の流れ

を表しており、企業の現金創出能力と支払能力を査定するのに役立つ情報などを提供

することを目的に作成されています。 

一方、地方公共団体の場合、現行の会計では企業会計とは違い「現金主義」及び「単

式簿記」を採用していることから、一会計期間における地方公共団体の行政活動に伴

う現金等の資金の出入りを一定、把握することは可能ですが、どのような性質の活動
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で現金等の資金を獲得し、それをどのように使用しているのかまでは把握できません

でした。そこで、地方公共団体による性質別の資金繰りの状況を明らかにすることを

目的に作成されています。 

 

 

 

  

 

  

項　　目 金　額

１．経常的収支の部

　　支出 48,686

　　収入 55,301

　　経常的収支額 6,615

２．公共資産整備収支の部

　　支出 6,889

　　収入 6,083

　　公共資産整備収支額 △ 806

３．投資・財務的収支の部

　　支出 5,843

　　収入 855

　　投資・財務的収支額 △ 4,988

翌年度繰上充用金増減額 0

当年度歳計現金増減額 821

期首歳計現金残高 1,309

期末歳計現金残高 2,130

収入総額 62,240

地方債発行額 △ 7,150

財政調整基金等取崩額 △ 275

支出総額 △ 61,419

地方債元利償還額 5,339

財政調整基金等積立額 610

基礎的財政収支（ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰﾊﾞﾗﾝｽ） △ 655

［単位：百万円］ ［単位：百万円］ 

【平成 27 年度資金収支計算書 概要版】 
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５．財務書類４表の関係 

 

 

 

 

 財務書類は４つの表から構成されていますが、その関係を示したのが次の図です。

このように行政コスト計算書からスタートしても、資金収支計算書からスタートして

も、どちらでも貸借対照表にたどり着きます。これは、１年間の行財政活動の結果、

将来世代への相続財産として、どれだけの資産（財産）とどれだけの負債（借入金等）

を残したのかを貸借対照表で表すという関係から必然的に導かれるものです。 

  このように財務書類４表は有機的に結びついており、この流れを把握することによ

って、より財務書類４表への理解が深まるものと思われます。 

 

 

 

 

資産 負債
…

…

…

… 純資産
歳計現金
…
…

① ②

③

貸借対照表

資金収支計算書

収入

経常行政コスト
―

経常収益
＝

行政コスト計算書

支出

歳計現金増減額

期末歳計現金残高

―

＝

＝
期首歳計現金残高

＋

科目振替、資産評価替え等
＝

期末純資産残高

－

純経常行政コスト

期首純資産残高
―

純経常行政コスト

純資産変動計算書

＋

一般財源、補助金受入れ等
＋

財務書類４表は有機的に結びついていますが、１年間の行財政活動の

結果、将来世代への相続財産として、どれだけの資産と負債を残したの

かを貸借対照表で表すという関係から必然的に導かれるものです。 
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①貸借対照表「歳計現金」＝資金収支計算書「期末歳計現金残高」 

貸借対照表の資産のうち「歳計現金」の金額は、資金収支計算書の「期末歳計現金

残高」と対応します。このことから行政活動に伴う現金等の資金の流れを表す資金収

支計算書は、貸借対照表に計上されている歳計現金の増減明細であるといえます。 

 

②貸借対照表「純資産」＝純資産変動計算書「期末純資産残高」 

貸借対照表の「純資産」の金額は、資産と負債の差額として計算されますが、これ

は純資産変動計算書の「期末純資産残高」と対応します。このことから純資産に計上

されている各項目がどのように変動したかを表す純資産変動計算書は、貸借対照表に

計上されている純資産の詳細な内訳明細であるといえます。 

 

③行政コスト計算書「純経常行政コスト」＝純資産変動計算書「純経常行政コスト」 

行政コスト計算書の「純経常行政コスト」の金額は、経常行政コストと経常収益の

差額として計算されますが、これは純資産変動計算書の「純経常行政コスト」と対応

します。このことから資産形成以外の経常的な行政活動の経費とその財源の一定期間

の活動状況を表示した行政コスト計算書は、純資産変動計算書に計上されている純経

常行政コストの詳細な内訳明細であるといえます。 

 


